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         段上常務執行役員 原子力発電本部長 

        日本原子力発電 

         鈴木取締役副社長 

        電源開発 

         日野常務取締役 

        日本原子力研究開発機構 

         永田次世代原子力システム研究開発部門 部門長 

        内閣府 

         渕上企画官、牧参事官補佐 

 

４．議  題 

 （１）電気事業者等が公表するプルトニウム利用計画について 

 （２）広瀬原子力委員会委員の海外出張について 

 （３）その他 

 

５．配付資料 

  （１－１）六ヶ所再処理工場及びＭＯＸ燃料工場の現状について（日本原燃株式会社） 

  （１－２）六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について 

  （１－３）平成２１年度日本原燃（株）六ヶ所再処理工場回収プルトニウム利用計画につ

いて（北海道電力株式会社） 

  （１－４）六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について（東北電力株

式会社） 

  （１－５）六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について（東京電力株

式会社） 

  （１－６）六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画（平成２１年度）につ

いて（中部電力株式会社） 

  （１－７）六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について（北陸電力株

式会社） 

  （１－８）六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について（関西電力株

式会社） 
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  （１－９）六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について（中国電力株

式会社） 

  （１－１０）六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について（四国電力

株式会社） 

  （１－１１）六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について（九州電力

株式会社） 

  （１－１２）六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について（平成２１

年度）（日本原子力発電株式会社） 

  （１－１３）大間原子力発電所でのＭＯＸ燃料利用について（電源開発株式会社） 

  （１－１４）日本原子力研究開発機構における研究開発用プルトニウムの利用計画（独立

行政法人日本原子力研究開発機構） 

  （ ２ ）広瀬原子力委員会委員の海外出張について 

  （ ３ ）第６回原子力委員会定例会議議事録 

  （ ４ ）原子力委員会研究開発専門部会分離変換技術検討会報告書「分離変換技術に関

する研究開発の現状と今後の進め方（案）」に対する意見募集について 
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６．審議事項 

（近藤委員長）おはようございます。第９回の原子力委員会定例会議を開催させていただきま

す。 

  本日の議題は、一つが、電気事業者等が公表するプルトニウム利用計画について御説明を

頂くこと、二つ目が、広瀬原子力委員の海外出張について御説明いただくこと、三つ目、そ

の他となっています。よろしくお願いいたします。 

 

 （１）電気事業者等が公表するプルトニウム利用計画について 

 

（近藤委員長）それで、最初の議題でございます。が電気事業者及び原子力機構は、先週の３

月６日にプルトニウム利用計画を公表されました。これは、原子力委員会が平成１５年に決

定いたしました「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」とに基づいての自主

的なアクションと理解しております。ではありますが、私どもとしてその内容を承知したく、

本日は、電気事業者、それから日本原燃及び原子力機構からその内容について御説明いただ

きたく、ご参集いただきました。よろしくお願いいたします。 

  まず、ご説明頂く手順等について、事務局から説明をお願いします。 

（牧参事官補佐）では、プルトニウム利用計画の説明につきましては、本日多くの事業者の

方々にお越しいただいておりますので、幾つかのグループに分けて説明と質疑を行うとうい

う段取りでいきたいと考えております。 

  最初のグループですけれども、まず、日本原燃株式会社と電気事業連合会から御説明いた

だき、そこで一たん切って質疑を行うという形にしたいと思います。 

  それでは、日本原燃株式会社からよろしくお願いいたします。 

（平田取締役副社長）それでは、日本原燃から御説明させていただきます。日本原燃、平田で

ございます。 

  お手元の資料、日本原燃の資料を御覧いただきたいと思うのですが。最初に、再処理工場

の現状について御説明を申し上げます。 

  六ヶ所の再処理工場の試運転といいますのは、平成１８年３月３１日から使用済燃料を使

いましたアクティブ試験をやっておりますが、この試験は五つのステップに分けてやる予定

をしておりまして、そのうちの四つのステップを昨年２月１４日に終了しております。そし

て、今最後の第５ステップをやっております。既に御存じのように、高レベル廃液をガラス
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で固めますガラス溶融炉、これを安定に運転するところまでまだまいりませんで、その途中

で攪拌棒を曲げてしまった、またレンガが一部脱落した、そして現在その原因究明をやって

いる最中に高レベルの廃液を漏らしたということがございまして、今その原因究明及び炉内

点検、これの準備中でございまして、そのために竣工が本年２月から８月に延期したという

状況にございます。 

  そして、この工程でございますが、ガラス溶融炉の内部点検ができるのがおそらく５月ご

ろになろうかと思っておりますので、それ以降の今までの実績を踏まえますと、３カ月後、

８月ごろにはうまくいけばいけるかなというところで８月を設定させていただいております。

今後ともこれを目指しましてひとつ頑張っていきたいと、こういうように思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、再処理の計画でございますが、来年度といいますか、平成２１年度の使用済燃料の

再処理する量におきましては、お手元の資料１ページ目を御覧いただきたいと思います。約

１６０トンの使用済燃料再処理を計画しておりまして、再処理する使用済燃料の電力各社の

内訳は、その表にございますとおりでございますが、その結果として回収される核分裂性プ

ルトニウムの量は０．９トンを見込んでおります。 

  そして、平成１８年度から今年度末までのトータルでございますが、合計値、再処理量が

４２５トン、回収されるプルトニウムが約２．３トンを見込んでおります。 

  なお、回収されましたプルトニウムにつきましては、電気事業者が六ヶ所再処理工場に搬

入されました使用済燃料に含まれております核分裂性プルトニウムの量に応じまして、各電

力事業者の方に割り当てることになっておりまして、その結果として電力事業者のお持ちに

なっておるプルトニウムの利用計画は各電気事業者から出されております表の中にございま

す。 

  次に、ＭＯＸ燃料工場の現状でございます。ＭＯＸ燃料工場につきましては、平成１７年

４月に国へ事業許可申請を行いましたが、その後１８年９月に耐震設計審査指針が改訂され

たことなどを受けまして、これまで３回の補正を行っております。そして、現在２次審査中

でございまして、耐震基準地震動の評価を最終的には行っていただいているところでござい

ます。 

  なお、工程につきましては着工が大変遅れておりますが、現在当初予定の平成２４年１０

月という竣工目標をそのままにしておりまして、これを目指して努力しております。 

  なお、着工または竣工時期につきましては、安全審査の状況を踏まえまして、今後慎重に
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検討いたしまして、見直しもしたいということを考えております。 

  最後になりますが、サイクル事業を着実に今後も進めてまいりたいと。また、今後とも地

元の御理解を頂きながら、安全と品質の確保を最優先に、アクティブ試験の着実な実施、Ｍ

ＯＸ燃料工場の安全審査対応に全力を挙げてまいりたいと思っております。今後ともよろし

くどうぞお願いいたします。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  続いて、電事連。 

（高橋原子力部長）電気事業連合会の原子力部の高橋でございます。３月６日に公表いたしま

したプルトニウム利用計画に関してご説明をしたいと思います。 

  お手元の資料１－２を御覧ください。六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用

計画についてという電事連の資料でございます。 

  １ページ目がプレスの発表分になってございます。最後から５行目から４行目にかけまし

て、各社のプルサーマル計画が着実に進展をしているということを明記させていただいてお

ります。 

  具体的な進捗状況でございますけれども、この後、各社から御報告をいたしますが、私ど

も電気事業者といたしましては、我が国の基本政策でございます原子燃料サイクルの確立に

向けまして、利用目的のないプルトニウムを持たないという方針の下で、再処理で回収され

ますプルトニウムを利用していくということのために、引き続き、２０１０年度までに１６

基から１８基の導入を目指して、不退転の決意で取り組んでまいりたいと考えております。 

  なお、別紙には各社の計画を記載しているところでございます。ということで、表紙のほ

うには１６基から１８基という記載を省略しておりますけれども、電気事業者といたしまし

ては、既に森電事連会長もかねてから表明をしておりますけれども、２０１０年度までに１

６基から１８基の導入を目指して、不退転の決意で取り組むということにはいささかも変わ

りがないということを改めて申し上げたいというふうに思います。 

  表紙の裏側になりますけれども、２ページ目の横長の表を御覧ください。これはこれから

電力各社より御報告申し上げますプルトニウム利用計画を、従前の例でございますけれども、

１枚の表にまとめたものでございます。この表の一番左側の列は各社の名前を書いてありま

して、その右側に２１年度に再処理する計画の使用済燃料の重量が書いてございます。その

合計値は、先ほど日本原燃殿より御説明をしたとおり、一番下の合計欄にありますように、
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１６０トンでございます。その一つ右側には、平成２０年度末までに再処理される見通しの

使用済燃料から回収される合計２．３トンの核分裂性プルトニウムを示しております。 

  １ページ後に注記がいろいろついてございますけれども、注５を見ていただきますと、前

回の利用計画では３．９トンのプルトニウムが２０年度末までに回収される予定でございま

した。しかし、実際の見込みでございます２．３トンということに見直してございます。こ

れに、平成２１年度の回収予想プルトニウム量である０．９トンを加えまして、平成２１年

度末までに保有すると予想されるプルトニウム量でございますけれども、繰り返しになりま

すが、３．２トンということになります。 

  その右側の欄が利用目的でございます。最初に各社の利用場所を記載しております。この

うち、北海道電力、東北電力につきましては、利用する号機が明確になりましたので、新た

にそれぞれ３号機と追記してございます。 

  次に、各社の年間の利用目安量を記載してございまして、一番下を見ていただきますと、

全電力の年間利用量の目安量の合計が５．５から６．５トンになります。また、利用の開始

時期でございますけれども、先ほど説明がありましたように、六ヶ所に建設予定のＭＯＸ燃

料工場の操業を開始する平成２４年度以降になります。利用期間に要する期間のめどは、各

社の２１年度末保有予想プルトニウム量を年間利用目安量で割った数字になります。 

  ちなみに、先ほど申し上げました全電力の年間利用目安量の合計値、これは５．５から６．

５トンでございますけれども、この中央値の６トンで平成２１年度末のプルトニウム回収量

の合計３．２トンを割りますと、一つの目安でございますけれども、２１年度末までに約６

カ月強分のプルトニウムを所有しているということになるわけであります。 

  最後のページを見ていただきますと、日本原燃分、海外分ということに分けてプルトニウ

ムの数字が記載してございまして、実際には、各社は、海外のプルトニウムも並行してプル

サーマル燃料として使っていくということになります。 

  また、最後のページでございますけれども、繰り返しになりますけれども、昨年末までの

国内、海外を含めたプルトニウムの所有量、すなわち割当済の量の一覧表を載せております。

なお、日本原燃分につきましては、昨年初めて回収されたプルトニウムを各電力に割り当て

がございましたので、その数値が入ってございます。 

  また、海外のフランスの回収分のうち、「＊＊」がついている各社につきましては、その

一部がＭＯＸ燃料として利用を開始されていることを示しております。 

  最後になりますけれども、私ども電気事業者は、原子力政策大綱にのっとりまして、原子
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力発電の燃料としてプルトニウムを平和的に利用していくことを燃料供給に合致した重要課

題として全力で取り組んでまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  それでは、ここまでの御説明について御質問御意見ございましたら、どうぞ。 

  松田委員。 

（松田委員）毎年御報告を頂きましてありがとうございます。一般の方にはこういうプルトニ

ウムの数値は具体的になかなか把握できにくいのではないかと思います。確認のために質問

させていただきますが、六ヶ所は今動いていないのに何でプルトニウムができてくると思う

方がいらしたとすれば、どうお答えになりますか。 

（平田取締役副社長）今現在は止まっていますけれども、実は昨年まで燃料を切って再処理を

していましたので、そういう意味の過去に再処理したものが最終的に２月末に在庫量を確認

しましたので、それでもって今年度分の割合としたいと思っております。 

（松田委員）そうすると、今年の分は８月までは運転されないわけですから、８月から後のも

ののデータがここに予想値として出ているということですね。 

（平田取締役副社長）そうでございます。 

（松田委員）分かりました。プルトニウムは核爆弾の原料になると一般的に思われておりまし

て、それを平和に使っていくことの目的を日本の人たち全員が分かるためには、分かりやす

く説明することと、誤解のないように説明することが一番大事だと思います。ぜひこれから

もこの点に御配慮いただきたいと思います。 

（近藤委員長）ほかに。 

  よろしいですか。 

  それでは、どうもありがとうございました。 

（牧参事官補佐）それでは、次のグループですけれども、北海道電力、東北電力、東京電力、

中部電力、この４社から御説明を頂きたいと思います。１社当たり４分程度でお願いできれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

（大内常務取締役）北海道電力の大内でございます。それでは、お手元の資料の最後のページ

でございますけれども、参考と書いてございます表で御説明をさせていただきたいと思いま

す。 

  日本原燃株式会社の計画によりますと、平成２１年度には当社の使用済燃料約１４トンが
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再処理される計画でございます。また、再処理工場で回収されます核分裂性プルトニウムの

うち、当社は平成２０年度末までに０．１トン、これキログラム単位で申しますと約７０キ

ロになり、保有していることになります。 

  平成２１年度の欄でございますけれども、平成２１年度は０．０トン、キログラム単位で

は約２７キロでございます。２１年度末の保有予想プルトニウム量は、０．１トン、キログ

ラム単位で申し上げますと約９６キログラム保有するということを想定してございます 

  このプルトニウムは六ヶ所のＭＯＸ燃料加工工場にて成型加工をいたしまして、泊発電所

で利用することを計画しております。一部は電源開発株式会社の大間原子力発電所、または

日本原子力研究開発機構に譲渡する場合もございます。これらにつきましては、その具体的

内容が確定した段階でこの表にも反映させていただきたいと思います。 

  泊発電所では１、２号機が現在運転中でございまして、３号機は今年の１２月に営業運転

を開始する予定でございます。現在順調に試運転を行っているところでございます。プルサ

ーマルは現在試運転中の３号機で実施する計画でございます。 

  泊発電所のプルトニウムの利用目安量でございますけれども、年間０．２トンを想定して

ございます。この０．２トンと申します数字は六ヶ所再処理工場が運転を開始して以来、毎

年当社に割り当てられます予定のプルトニウムを充分に消費できる量でございます。 

  それから、次の欄のプルトニウムの利用開始期間につきまして、ＭＯＸ燃料加工工場の稼

動開始時期は平成２４年度でございますので、それ以降の利用を考えてございます。また、

ＭＯＸ燃料の成型加工が始まるまではウラン酸化物とプルトニウム酸化物の混合粉末の形態

で六ヶ所再処理工場に保管管理される予定でございます。 

  それから、プルトニウム利用に要します期間のめどにつきましては、平成２１年度までの

保有予想量０．１トン、キログラム単位で約９６キログラムを年間の平均利用目安量０．２

トンで割りました約０．５年を想定しております。 

  それから、このページの少し上の方でございますけれども、なお書きのところ以降を御覧

いただきたいと思います。海外のプルトニウムにつきましては、現在、当社フランスの再処

理工場に約０．１トン保有してございます。今後イギリスにおきましても所有する予定でご

ざいます。海外プルトニウムにつきましては、海外のＭＯＸ燃料加工工場におきまして、Ｍ

ＯＸ燃料に加工してから日本に持ち帰ることとしてございます。海外プルトニウムの利用計

画は燃料を加工する段階になりましてから具体的な内容を公表させていただきたいと考えて

ございます。 
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  それから、プルサーマルの実施でございますけれども、地元の御了解を得ることが大前提

でございます。当社は昨年の４月１８日にプルサーマルの計画の実施につきまして北海道及

び地元４町村へ、安全協定に基づきます事前協議の申し入れを行ってございます。以後、地

元におけます町内単位それから町内会など地域単位、農漁協、商工会といった各種団体への

説明を行いまして、また訪問活動なども積極的に取り組んでまいりました。 

  また、北海道及び地元４町村におきましては有識者検討会議を実施していただきまして、

昨年１２月１４日に国の安全審査を前提に、プルサーマル計画の安全性が確保されるという

最終報告がまとめられまして、知事及び地元４町村長さんに提言が出されたところでござい

ます。以降、地元４町村の議会並びに道議会の議論を経まして、各町村長、知事の御了解の

表明がございまして、先週の３月５日木曜日でございますけれども、北海道及び地元４町村

よりプルサーマル利用に関します事前了解の回答を頂きました。昨日、３月９日月曜日には、

経済産業大臣に対しまして、原子炉設置変更許可をさせていただいたところでございます。 

  当社におきましては、今後の許認可等諸準備を進めてまいりますとともに、引き続き地元

の皆様方を中心といたしまして、理解活動にも引き続き取り組んでまいりたいと考えてござ

います。今後とも御指導御支援をよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  続いて、東北電力。 

（梅田取締役）続きまして、東北電力の梅田でございます。右側の資料番号１－４号の東北電

力の電力情報というペーパーに基づいて御説明させていただきます。 

  開いて、裏のページに別紙と書いてございます。 

  まず、プラトニウムも所有量でございますけれども、当社分につきましては、この３行目

になりますが、平成２０年度末までに約０．１トン、キログラム単位で約７５キログラム。

平成２１年度に約０．０トン、キログラム単位にしますと約２９キログラム。合計で平成２

１年度末までに約０．１トン、キログラムで約１０４キログラムのプルトニウムを六ヶ所再

処理工場に所有するということになる予定でございます。 

  ２番目、プルトニウムの利用場所でございますが、プルトニウムの利用場所としましては

女川に３台ございますけれども、女川原子力発電所の３号機を計画していますが、その他に

研究開発用として独立行政法人日本原子力研究開発機構に譲渡する場合と、電源開発株式会

社大間原子力発電所に譲渡する場合がございます。具体的な譲渡理由につきましては今後決
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定した後に公表したいと考えてございます。 

  ３番目のプルトニウムの年間利用目安量でございますが、プルトニウムの年間利用目安量

は、利用場所に装荷するウラン・プルトニウム混合酸化物に含まれるプルトニウムの１年当

たりに換算した量でございまして、約０．２トンでございます。 

  次に、プルトニウムの利用開始時期でございます。プルトニウムの利用開始時期は六ヶ所

再処理工場に隣接して建設される予定の六ヶ所ＭＯＸ燃料加工工場の竣工予定時期でありま

す平成２４年度以降でございます。それまでの間、プルトニウムは六ヶ所再処理工場でウラ

ン・プルトニウム混合酸化物の形態で保管管理されることになります。 

  ５番目のプルトニウム利用に要する期間の目途でございます。プルトニウムの利用に要す

る期間とは、上記のプルトニウム所有量約１０４キログラムを年間利用目安量約０．２トン

で割りました約０．５年相当、半年程度でございます。 

  なお、当社は平成２０年１２月末現在、国内に約０．１トン、それから海外に約０．３ト

ン、内訳としましてはフランスに約０．２トン、イギリスに約０．１トンのプルトニウムを

所有していますが、海外に所有しているプルトニウムにつきましては、海外でＭＯＸ燃料に

加工した上利用するということにしてございます。 

  次に、ペーパーに落としておりませんが、口頭でお話させていただきます。プルサーマル

計画の現状でございますけれども。昨年平成２０年１１月５日に宮城県並びに女川町、石巻

市に対しまして、安全協定に基づく事前協議の申し入れを実施しております。その翌日、平

成２０年１１月６日に原子炉設置変更許可を申請いたしております。現在原子力安全・保安

院の厳格な審査を受けている途中でございます。 

  プルサーマルに関する地域の皆様への御説明につきましては、関係自治体等の御意見も伺

いながら、各種団体や地区ごとの説明会等について計画的に進めていくということにしてご

ざいます。 

  宮城県におきましては、当社広報媒体、それから新聞広告等を活用いたしまして、プルサ

ーマルの必要性、安全性を広く県民の皆様に御理解いただけるよう最大限の努力をしていく

こととしてございます。今後ともきめ細かな理解活動に誠心誠意取り組んでまいりますので、

よろしく御指導をお願いします。 

  当社からの説明は以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  続いて、東京電力。 
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（武藤常務取締役）東京電力の武藤でございます。 

  本題に入ります前に一言申し上げたいと思います。平成１９年７月の新潟県中越沖地震の

影響で停止をしております柏崎刈羽原子力発電所につきましては、大変に御心配をおかけい

たしておりますけれども、設備の健全性にかかわる点検、評価、耐震安全性評価、耐震強化

工事などに取り組むとともに、引き続き安全確保と立地地域の皆様からの信頼回復に向けて、

全社を挙げて取り組んでいるところでございます。 

  それから、３月５日に、柏崎刈羽原子力発電所におきまして発生をいたしました火災につ

きましても大変に御心配をおかけいたしておりますけれども、再度の防火の徹底など、しっ

かりと対応してまいりたいと思っております。 

  引き続き災害に強い、安全な原子力発電所を目指して取り組んでまいりたいと思っており

ますので、どうぞよろしく御指導のほどお願いいたします。 

  さて、プルトニウム利用計画でございますけれども、お手元に配られております当社の資

料を御覧いただければと思います。日本原燃株式会社の計画によりますと、平成２１年度に

おける当社使用済燃料の再処理量は６１トンでございます。再処理によりまして回収される

核分裂性プルトニウムのうち、所有量といたしまして当社は平成２０年度末までに０．８ト

ン、キログラム単位では７７１キログラムを所有すると想定しております。これと、平成２

１年度分の０．３トン、キログラム単位で２９３キログラムを合わせて、平成２１年度末に

は１．１トン、キログラム単位で１，０６４キログラムを所有すると想定しております。 

  このプルトニウムを利用するに当たりましては、六ヶ所のＭＯＸ燃料加工工場にて成型加

工して、立地地域の皆様方の信頼回復に努めることを基本に、東京電力の原子力発電所の３

ないし４基で利用していくことを計画いたしておりますけれども、一部は電源開発株式会社

の大間原子力発電所向け、または日本原子力研究開発機構に譲渡する場合もあり、これらに

つきましてはその具体的内容が確定した段階で反映してまいりたいと思います。 

  利用量につきましては、一般的に原子力発電所１基での年間プルトニウム利用量は核分裂

性プルトニウムで約０．３ないし０．４トンでございますので、３ないし４基の合計では年

間約０．９ないしは１．６トンとなります。 

  利用開始時期でございますけれども、六ヶ所のＭＯＸ燃料加工工場の稼動開始時期が平成

２４年度ですので、それ以降の利用を考えております。ＭＯＸ燃料の成型加工が始まるまで

は、ウラン・プルトニウム混合酸化物粉末の形態で六ヶ所再処理工場に貯蔵管理することと

なります。 
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  利用期間は、平成２１年度末所有量１．１トン、キログラム単位で１，０６４キログラム

を年間平均の利用目安量０．９ないし１．６トンで割った約０．７ないし１．２年を想定し

ております。 

  一方、海外のプルトニウムでございますけれども、現在英仏に合計約７．１トン所有をし

ておりまして、最終的には９トン程度になると想定いたしております。これは、海外のＭＯ

Ｘ燃料加工工場においてＭＯＸ燃料に加工してから日本に持ち帰ることとしておりまして、

六ヶ所のＭＯＸ燃料加工工場が稼動開始するより先に、この海外プルトニウムを使い始める

こととなります。この海外プルトニウムの一部を大間原子力発電所向けに譲渡する場合がご

ざいます。海外プルトニウムの利用計画は燃料に加工する段階で、その具体的内容を公表さ

せていただきたいと思います。 

  プルトニウムの利用開始には立地地域の皆様からの御理解が前提となります。これからも

引き続き安全安定運転の徹底と、業務品質の向上に全力を挙げまして、立地地域の皆様から

の信頼回復を最優先に取り組んでまいりたいと思います。 

  現時点ではプルサーマルへの取組につきまして具体的に申し上げることができませんけれ

ども、当社といたしましては、信頼回復に努めまして、事業者としての責務を果たせるよう

に全力で努めてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  では、続いて、中部電力。 

（阪口常務執行役員）引き続きまして、中部電力、阪口でございます。お手元の資料１－６の

裏面、別紙と書いてあります、裏面を見ていただければと思います。説明は各社さんとほと

んど同じでございますので、表を見ていただきながら。 

  まず、２１年度の再処理予定量は、先ほど日本原燃さんからありましたように、中部電力

の割当量は２１トンということでございます。 

  そうしますと、次の欄、所有量でございます、２１年度の回収量が０．１、２０年度末が

０．２と書いてあります。２１年度末で合計すると０．２で、０．２に０．１足して０．２

ということでありますが、キログラムを申し上げます。まず、２０年度末でありますが、０．

２と書いてありますのは１８１キログラムでございます。それで、２１年度回収予定量が６

９キログラムであります。これがまた微妙でありまして、足しますと今の数字を申し上げま

すと、２５０ジャストになるんですが、小数点までいきますと２４９．９となりまして、変
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な話をしておりますが、２１年度末の保有量が見かけ上０．２になります。すみません、こ

れはもう集計上の扱いでございます。 

  それから、利用場所でございます。これは浜岡４号機で使う予定をしております。 

  皆さん申し上げられているとおり、我々のこのプルトニウム、六ヶ所でのプルトニウムは

六ヶ所のＭＯＸ燃料加工工場で成型加工するということでございます。 

  もう一つ、これも同じでございますが、我々が持っておりますプルトニウムは電源開発さ

んの大間、あるいはＪＡＥＡさんに譲渡する場合がございます。これはまだ内容、具体的数

量が確定しておりませんので、その段階で反映をさせていくのは同じでございます。 

  それから、浜岡４号機での年間利用量でございますが、これは０．４トンと想定をしてお

ります。 

  それから、最後の右側の欄でございます。利用開始時期でございます。これも同じでござ

います、ＭＯＸ燃料加工工場が今平成２４年の運開でございまして、それ以降の時期にとい

うことでございまして、０．４トンを０．２トン、２４９．９キログラムでございますが、

で割りますと、０．６年分という計算になります。したがいまして、この表につきましては

以上でございます。 

  この表の中で、「＊１」を御覧いただきたいんですが。海外分の話が書いてございます。

１行目の最後のところでございます。海外に今フランスで１．７トン、イギリスで約０．６

トン、合わせまして２．３トン、これ将来的には２．５トンになると今考えておりますが、

現在のところ２．３トン海外分がございます。原則として海外で加工をするという予定であ

りますが、既にフランスのメロックス工場でＭＯＸ燃料に２８体の加工が完了しておりまし

て、今まさに先週フランスから船に乗ったというタイミングでございます。海外のプルトニ

ウムにつきましても一部大間原子力発電所に譲渡する場合がございます。 

  私どもとしましては、これから輸送終わりました後、平成２２年度、今ちょうど浜岡４号

機現在定期検査中でございます。この定期検査にもちろん間に合うものでありませんので、

次の定期検査のタイミング、平成２２年度にはＭＯＸ燃料を装荷したいということで、万全

を期してこれからも取り組んでまいりたいと思いますので、今後もご指導ご支援を賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  それでは、御質問御意見、どうぞ。 

  広瀬委員。 
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（広瀬委員）まず、今御説明があったように、２４９．９で０．２になるということですが、

これ皆さんから詳しくお聞きして初めて分かります。全体のフォームですけれども、トン単

位で出さなければいけないのでしょうか。キログラム単位できちっと数字を細かく正確に出

していただいたほうがいいと思うということが第１点です。 

  それから、第２点は、この０．６年分に相当するとか書いてあるわけですが、使用開始が

もっと先になりますし、海外の保有と合わせると相当余裕のある保有と理解してよろしいの

でしょうかということです。 

  以上、２点です。 

（近藤委員長）最初の点は、我々が国際社会と合意した取り扱いにの合わせていただいてたい

とるｍので、私どもの責任でもあるのです。予定に関してはどうかなと思うのですが、在庫

のように実数が確定しているものについては、それをそのままだすだけのことですから、ん

少し精度を上げてもいいのかなと思ったりすることもあるんですけれども。 

（広瀬委員）そのほうがいいのではないですか、何がいけない理由がありますか。 

（近藤委員長）計画の部分については、余り細かい数字は意味がないでしょう。変わることあ

るべしですからね。で、この公表は趣旨は利用計画ですから、０．１トンの精度でよいでし

ょうとしたのです。途中で少し変わったよと、毎月のように説明がなされるべき筋合いのも

のではないということです。ただ、実際に持ってしまったものについては実際あるわけだか

ら、精度出してもいいじゃないかという議論はあるということです。その点については皆さ

んと少し議論をしてみたいと思っています。まだ答えを出す気はないのですけれども。 

（広瀬委員）別に出したらどうですか。 

（近藤委員長）そういう意味では、夏に公表しますや保障措置の現状レビューの紙には、と在

庫についても詳しい数字を出しているはずですよね。ですから、そっちとの役割分担という

こともあります。のいずれにしても、 

今日は問題提起をいただいたということにさせていただきます。 

  それから、二つ目の質問については、どうぞ。 

（阪口常務執行役員）私のほうから。余裕があるかというのは、プルトニウムを持たないとい

う意味合いにおいて、十分な余裕がある量だと解釈をしていただければと思います。要は、

余剰プルトニウムを持たないという意味において、これは随分先のことかもしれませんが、

どちらにしましてもＭＯＸ燃料に加工して持ってくるのに十分な量があるというより、むし

ろ３分の１炉心まで入れるところ、私ども今回持ち込む燃料は２８体であります。実は１０
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０体以上まで入れることはできるんですが、そういうふうにボリュームに合わせながらやれ

る中でやれるという意味では十分な余裕があると。余裕があるというのは誤解があるといけ

ませんので、我々としてはちゃんとプルトニウムを燃焼できるという意味において余裕があ

るというものだと理解しております。 

（近藤委員長）松田委員。 

（松田委員）広瀬委員と同じような考え方ですが、やはり普通の人が見たときに、数値が０．

０と出てくると分かりにくいと思うのですね。各社のプレスのペーパーを見てますと、その

説明を注釈としてつけた企業さんが１社ございますし、何も書かない企業さんもあります。

ホームページに載せるときにはどう載せているのかなということを考えますと、いずれトン

単位にするのかキログラム単位にするのかは決まっていくとしても、皆さんの一番の顧客で

ある市民の方たちに透明性を持った形で理解して頂くということでは、回収しているのにゼ

ロになる理由を添え書きするのはいいと思いました。 

（近藤委員長）広瀬委員の問題提起の点ですね。繰り返しますが、今回は、あくまでも利用計

画についての説明であって、在庫調査の結果をお聞かせ頂いているわけではないということ、

ご説明を伺う趣旨は、こういう使い方を予定して再処理するという説明であり、それから判

断して再処理計画が妥当かどうか判断したいからです。 

  ですから、ここでは細かいこと、細かいことという表現は適切じゃないかもしれないけれ

ども、木を見て森を見ずにならないようにしないと。０．０についてはいまのように実はと

補足の説明が注にでもあれば、それでいいんだという割り切りでよいでしょう。 

ということで、委員には、広瀬委員の問題提起について後に検討するということをご支持

いただいたということでよろしいですね。 

（松田委員）はい。 

（近藤委員長）ほかに何か。 

  よろしいですか。 

  東京電力の紙に海外の数字がどこにも書いてないのは、これも去年と同じだったんですか。

後ろに書いてある。あっそうか。非常に簡略化して表現しているのですね。 

  はい、どうもありがとうございました。 

  それでは、次いきましょうか。 

（渕上企画官）ありがとうございました。 

  続きまして、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力から御説明を頂き、質疑応答させ
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ていただきます。 

（高桑常務取締役）それでは、北陸電力から説明させていただきます。高桑と申します。よろ

しくお願いいたします。 

  お手元に配られております資料の１－７が当社の先週末に発表しました資料でございます。 

  まず、鏡文で利用計画公表の背景、そしてプルトニウムの利用に当たっては改めて地域の

皆様の御理解が大前提であるということを述べさせていただいております。 

  裏面めくっていただきまして、別紙で具体的内容について説明させていただきます。 

  今ほど指摘されました０．０というのが当社にございます。大変恐縮でございます。注釈

を中心に説明をさせていただきたいと思うんですが、日本原燃の計画によりますと、当社が

既に六ヶ所に持ち込んでいる使用済燃料のうち、平成２１年度における再処理量は３トンで

ございます。 

  次に、所有量でございますが、再処理によって回収される核分裂性プルトニウムのうち、

当社が所有することになる量は、上の集約表でいくと０．０と書いてございますが、キログ

ラム単位で申しますと９キロ、それから２１年度回収量が、これもキログラム単位では約４

キロ、そして２１年度末までの合計は足しまして約１３キロということになると想定してお

ります。 

  利用場所につきましては、志賀原子力発電所を前提としておりますが、大間、それからも

んじゅへの譲渡ということも見込んでおります。それは決定次第公表するということにした

いと思っています。 

  また、利用開始する以降の年間の利用の目安量につきましては、毎年０．１トンというこ

とで考えております。 

  次に、利用開始時期につきましては、２４年以降としております。 

  利用に要する期間の目途につきましては、先ほどの１３キロの保有量を年間利用目安量の

０．１トンで割って、０．１年ということで想定しております。 

  それから、海外に所有するプルトニウムですが、最後の備考欄でございますが、フランス

の再処理工場に約０．１トンのプルトニウムを保有しています。また、今後、イギリスの再

処理工場においても同程度の割り当てを受けるという予定でございます。また、これについ

ても一部は大間に譲渡ということも考えられると思っています。 

  また、最後に当社の状況についてでございますが。プルトニウム計画とは離れますが、当

社は現在、安全文化の浸透と定着ということ、それから、昨年６月に営業運転させていただ
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きました志賀２号機の安全安定運転に全力で取り組んでおります。また、１号機については

耐震裕度向上工事を終えるなど、一層の安全性向上に努めております。先週末にも再発防止

に対しては社外の有識者からなる再発防止対策検証委員会におきまして当社の取組を評価い

ただいたところでございます。今後とも原子力委員会様の御指導御支援を賜りたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  では、続いて。 

（八木常務取締役）関西電力の八木でございます。それでは、お手元の資料第１－８号の裏面

の別紙のほうでご説明させていただきます。 

  まず、プルトニウムの所有量でございますが、日本原燃六ヶ所再処理工場での運転の結果

として、当社に割り当てられます核分裂性プルトニウムの量は、上段の表に記載のとおり、

平成２０年度末におきまして約０．５トン、キログラム単位では約５３３キログラム。それ

から、平成２１年度は約０．２トン、キログラム単位では約２０２キログラムでございます。

合わせました平成２１年度末の合計では約０．７トン、キログラム単位で約７３５キログラ

ムとなる予定でございます。 

  次に、これらのプルトニウムの利用場所につきましては、六ヶ所のＭＯＸ燃料加工工場に

おいて成型加工し、当社の高浜発電所の３号機、４号機及び大飯発電所の１基ないし２基の

取替燃料の一部として着実に利用していく計画でございます。 

  なお、一部のプルトニウムにつきましては、当社発電所での利用のほか、今後電源開発の

大間原子力発電所や日本原子力研究開発機構のもんじゅ等の燃料用として譲渡する場合もご

ざいますので、その計画につきましては今後具体的な内容が確定した時点で公表させていた

だきます。 

  次に、これら発電所でのプルトニウムの年間の利用目安量は、約１．１トンから１．４ト

ンと想定してございます。 

  次に、このプルトニウムの利用開始時期につきましては、六ヶ所のＭＯＸ燃料加工工場の

竣工予定時期を踏まえまして、平成２４年度以降となる予定でございます。したがいまして、

それまでの間は、プルトニウムはウラン酸化物とプルトニウム酸化物の混合粉末の形態で六

ヶ所の再処理工場にて保管することといたします。 

  この保管いたしますプルトニウムの量の利用に要する期間は、平成２１年度末までの量で、
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先ほどの発電所などでの年間利用目安量に対しまして、約０．５年から０．７年に想定いた

してございます。 

  また、当社におきましては、このほか海外の英国、仏国の再処理工場におきまして、昨年

１２月末現在で合計約８．４トンの核分裂性プルトニウムを保有しております。これは最終

的には９．３トン程度になると想定いたしております。 

  この海外に所有しておりますプルトニウムは、欧州のＭＯＸ燃料加工工場において、原子

力発電所用の燃料として加工してから日本に持ち帰ることといたしております。 

  また、この海外に所有しておりますプルトニウムの一部につきましても、大間原子力発電

所向け等に譲渡する可能性もございます。これらのプルトニウムの利用計画につきましても、

燃料加工する段階で公表させていただきます。 

  次に、当社におけますプルサーマル計画の取組の現状について少し御報告させていただき

ます。海外に所有しておりますプルトニウムのうちの、フランスに所有するプルトニウムを

利用してプルサーマル計画をスタートすることとしておりまして、昨年の３月３１日に高浜

発電所３号機、４号機で使用するＭＯＸ燃料１６体につきまして、原子燃料工業株式会社と

の間で加工契約を締結し、フランスのメロックス社メロックス工場で製造することとしてご

ざいます。 

  昨年１０月１６日から２３日にかけまして、この原子燃料工業株式会社熊取事業所及びメ

ロックス社メロックス工場に対しまして定期監査を実施いたしまして、その結果を踏まえ、

１１月１０日に経済産業省に対しまして電気事業法に基づく輸入燃料体検査審査を行ってお

ります。それを踏まえまして、本年１月３０日からメロックス工場でのＭＯＸ燃料の製造を

今開始しているところでございます。 

  今後は関係ご当局のご指導並びに地元の皆様のご理解を賜りながら、安全最優先を大前提

として、ステップバイステップで確実に計画を進めてまいりたいと考えております。今後と

も御指導御支援のほど、よろしくお願い申し上げます。 

  私からの説明は以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  では、続いて。 

（福島執行役員）中国電力の福島と申します。それでは、お手元の資料の１－９の次ページ、

別紙の内容に沿いまして御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、最初に回収されます核分裂性プルトニウムのうち、弊社は平成２０年度末までに０．
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１トン、キログラム単位にしまして約８４キロでございます。それから、平成２１年度に０．

０トン、これも四捨五入の関係で０．０ということになるわけでございますが、キログラム

単位にいたしますと約３２キロとなりまして、合計で約０．１トン、キログラム単位で約１

１５キログラム保有することになると想定をしております。 

  次に、２番目のプルトニウム利用場所でございますけれども、このプルトニウムにつきま

しては六ヶ所のＭＯＸ燃料加工工場におきまして、ＭＯＸ燃料に成型加工いたしました後、

島根原子力発電所の２号機で利用していくことで計画をしてございます。 

  なお、一部につきましては他電力さんと同じでございますけれども、電源開発の大間原子

力発電所向け、または日本原子力研究開発機構に譲渡する場合もございます。これらにつき

ましては、その具体的内容が確定した段階でまた反映させていただきたいと考えております。 

  それから、次に、プルトニウムの利用量でございますけれども、島根原子力発電所２号機

におけます利用量は、年間約０．２トンと想定をしてございます。 

  次に、プルトニウムの利用開始時期でございますけれども、これはＭＯＸ燃料加工工場の

稼動開始時期が平成２４年度と計画されておりますので、それ以降の利用を考えてございま

す。 

  なお、ＭＯＸ燃料の成型加工が始まるまではウラン酸化物とプルトニウム酸化物の混合粉

末の形態で六ヶ所再処理工場に保管、管理することとしてございます。 

  次に、利用期間でございますけれども、これにつきましては、平成２１年度末までの所有

予想量、０．１トンと申しました。これはキログラム単位で１１５キロでございまして、こ

れを年間の平均利用目安量、約０．２トンで割りました０．６年と想定しているところでご

ざいます。 

  なお、別紙の最初のところになお書きで書いてございます海外にございますプルトニウム

の取扱いでございます。現在、当社、海外では平成２０年１２月末現在、英仏の再処理工場

におきまして、合計約０．７トンの核分裂性プルトニウムを所有してございます。これらに

つきましては、海外のＭＯＸ燃料加工工場におきまして、ＭＯＸ燃料に加工いたしましてか

ら日本に持ち帰るということとしてございます。この海外プルトニウムにおきましても、一

部を大間原子力発電所向けに譲渡する場合がございます。 

  海外のプルトニウムの利用計画につきましては、燃料加工する段階におきまして、その具

体的な内容を公表してまいりたいと考えております。 

  以上が別紙でございます。 
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  なお、プルサーマルにつきます地元の状況につきまして、一言御報告をさせていただきま

す。地元の安全協定に基づきまして、当社平成１７年９月に地元への届けをしたところでご

ざいます。平成１８年１０月に地元から設置変更許可申請につきまして了解文書を受領いた

しました。それに基づきまして、国に安全審査をお願いしておりまして、昨年の１０月２８

日、許可をいただいたところでございます。その許可を受けまして、当社といたしましては、

地元からいただいておりました質問事項に対し回答したところでございます。 

  今後、地元自治体からの事前了解に向けまして、地域の皆様のご理解の増進に向けてさら

なる取組を行いますとともに、安全確保を最優先に計画を着実に進めてまいりたいと考えて

おります。 

  今後とも御指導のほど、ひとつよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  それでは、九州電力。いや、失礼、四国電力さん、お願いします。 

（窪田上席支配人）四国電力の窪田でございます。お手元の資料番号１－１０により御説明さ

せていただきます。 

  まず、２枚目でございます。別紙の表を御覧いただきたいと思います。まず、弊社の六ヶ

所再処理工場でのプルトニウムの所有量でございますが、平成２０年度末までに０．１トン、

キログラム単位で申しますと１２８キログラム。平成２１年度につきましては、日本原燃さ

んの再処理計画に基づきまして０．０トン、キログラム単位では４９キログラム保有するも

のと予想しておりまして、２１年度末では０．２トン、キログラム単位では１７７キログラ

ムとなる予定でございます。 

  このプルトニウムにつきましては、六ヶ所のＭＯＸ燃料加工工場にて成型加工いたしまし

て、伊方発電所３号機で利用していくことを計画しておりますが、一部につきましては日本

原子力研究開発機構あるいは電源開発の大間原子力発電所向けに譲渡する場合もございます

が、これらについては確定した段階で反映いたしたいと考えております。 

  次に、伊方発電所３号機でのプルトニウムの年間の利用目安量でございます。０．４トン

と想定しております。この利用開始時期につきましては、六ヶ所ＭＯＸ燃料加工工場の稼動

開始予定時期が平成２４年度でございますので、それ以降の利用を考えております。それま

での間はウラン･プルトニウム混合酸化物の形態で六ヶ所の再処理工場において保管管理さ

れるということになっております。 
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  また、利用に要する期間につきましては、先ほどの平成２１年度末の予想所有量は０．２

トン、キログラム単位で１７７キログラムでございますので、年間の利用目安量が０．４ト

ンということでありますので、約０．４年と想定しております。 

  一方、海外のプルトニウムでございますが、昨年末時点で英仏両国におきまして、合計約

１．２トン所有しております。このうち、フランス国分を使用いたしまして、フランス国の

メロックス工場におきまして昨年４月からＭＯＸ燃料の加工を開始しまして、昨年９月に２

１対のＭＯＸ燃料加工が完了いたしております。これらにつきましては２０１０年度までに

伊方発電所３号機で利用開始ができるようもろもろの準備を進めておるところでございます。

なお、海外分の一部につきましては、大間原子力発電所向けに譲渡する場合もございます。 

  説明は以上でございますが、今後とも御指導御支援をよろしくお願い申し上げます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  それでは、御質問御意見ございましたら。 

  よろしいですか。 

  それでは、どうもありがとうございました。 

（渕上企画官）ありがとうございました。 

  それでは、続きまして、九州電力、それから日本原電、それから電源開発から御説明をい

ただきまして、質疑応答とさせていただきます。よろしくお願いします。 

（段上常務執行役員）それでは、九州電力の原子力発電所本部長、段上でございます。資料１

－１１の別紙で説明させていただきます。 

  最初に、当社のプルサーマル計画の現状について御説明したいと思います。御案内のとお

り、当社玄海原子力発電所３号機でのプルサーマル実施に向けて、フランスに所有しており

ますプルトニウムを利用いたしまして、ＭＯＸ燃料１６体の製造が昨年７月に完了しており

ます。また、今後第２回目の製造として、ＭＯＸ燃料２０体の製造を今年予定しております。

３月５日には、フランスから海上輸送を開始しておりまして、発電所受入等の今後の工程が

順調に進みましたら、今年８月の下旬開始予定の玄海原子力発電所３号機の第１２回定期検

査において、ＭＯＸ燃料を装荷する予定でございます。 

  それでは、平成２１年度の割当量、所有量について御説明いたします。 

  プルトニウム利用計画について、日本原燃株式会社の再処理計画によりますと、平成２１

年度における六ヶ所再処理工場の運転の結果として、当社には約０．１トン、キログラム単

位で約１２４キログラムの核分裂性プルトニウムの割り当てが見込まれます。平成２０年度
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末の予想所有量約０．３トン、キログラム単位で約３２７キログラムと合わせますと、平成

２１年度末には約０．５トン、キログラム単位で約４５１キログラムの所有量が見込まれま

す。 

  続きまして、利用場所及び利用量についてでございます。当社は原則的にはこのプルトニ

ウムを六ヶ所再処理工場に隣接して建設される予定のＭＯＸ燃料加工工場にてＭＯＸ燃料に

成型加工し、玄海原子力発電所３号機の取替燃料の一部として年間約０．４トンを使用する

計画でございます。また、電源開発株式会社の大間原子力発電所や日本原子力研究開発機構

のもんじゅ用燃料などとして譲渡する場合もございます。これは他社さんと同様でございま

す。 

  それから、利用開始時期につきましては、ＭＯＸ燃料加工工場の竣工予定時期が平成２４

年度ということでございますので、そこで成型加工された当社のＭＯＸ燃料が実際に当社の

発電所で使用できますのは、平成２４年度以降ということになります。 

  したがいまして、ＭＯＸ燃料の成型加工が始まるまでは、六ヶ所再処理工場で回収された

プルトニウムはウラン酸化物とプルトニウム酸化物の混合粉末の形態で六ヶ所再処理工場に

保管管理されることになります。 

  利用に要する期間のめどでございますが。利用に要する期間は、平成２１年度末の予想核

分裂性プルトニウム所有量約０．５トンを年間利用目安量の約０．４トンで割った、約１．

１年相当と想定しております。 

  その他のプルトニウムにつきましてでございますが、当社は平成２０年１２月末現在、日

本原燃株式会社以外に国内に０．１トン、これは日本原子力研究開発機構にございますが、

の核分裂性プルトニウム、それからイギリス、フランス両国内に合計約１．９トンの核分裂

性プルトニウムを所有しております。 

  原則といたしまして、国内のプルトニウムは研究開発用として譲渡し、海外のプルトニウ

ムは欧州のＭＯＸ燃料加工工場にて原子力発電所用のＭＯＸ燃料に加工の上、玄海原子力発

電所３号機で使用する予定でございます。なお、この海外に所有するプルトニウムも一部を

大間原子力発電所向けに譲渡する場合がございます。 

  最後に、プルトニウムの利用には地元の皆さんの御理解が不可欠でございます。引き続き、

広報活動に努めるとともに、ＭＯＸ燃料調達にかかわる品質保証活動に万全を期し、玄海原

子力発電所３号機におけるプルサーマル計画の実施に向けて、着実に準備を進めていく所存

でございます。今後ともよろしく御指導御支援をお願いしたいと思います。 
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  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  それでは、続いて、原電。 

（鈴木取締役副社長）日本原子力発電の鈴木でございます。資料１－１２で御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

  ２ページ目の別紙を御覧いただきたいと思います。まず、プルトニウムの所有量でござい

ますが、弊社の使用済燃料は、平成２１年度に５トン再処理される計画でございます。回収

されるプルトニウムは、搬入された使用済燃料に含まれるプルトニウム量に応じて割り当て

られることになっておりますので、平成２０年度末までに約０．１トン、キログラム単位で

すと１４３キログラムになります。平成２１年度には、同じく約０．１トン、キログラム単

位で５４キログラムが割り当てられるということになります。そのため、平成２１年度末に

は合計０．２トン、キログラム単位で１９７キログラム所有することになる予定でございま

す。 

  次に、利用場所ですが、弊社の敦賀発電所２号機及び東海第二発電所の取替燃料の一部と

して利用していく計画でございます。そのほかに、研究開発用に、日本原子力研究開発機構

に譲渡する場合もございますが、具体的な内容が決定した段階で公表してまいりたいと思い

ます。 

  次に、年間の利用目安量ですが、ただいまの２基のプラントにおいて、１年当たり約０．

５トン使用していくことを考えております。六ヶ所再処理工場で年間８００トンの使用済燃

料を再処理いたしますと、弊社分のプルトニウムは年間約０．３トン発生すると見込まれて

おります。年間約０．５トン使用していくことで、海外に所有する分も含めて消費をしてい

くことができると考えております。 

  次に、利用開始時期ですが、六ヶ所ＭＯＸ燃料加工工場の竣工予定は平成２４年度でござ

いますので、それ以降利用していくことになります。したがいまして、それまでの間は六ヶ

所再処理工場においてウラン酸化物とプルトニウム酸化物の混合粉末の形態で保管されるこ

とになります。 

  平成２１年度末までに所有することになりますプルトニウム１９７キログラムは、先ほど

の年間利用目安量である約０．５トンで割りますと、約０．４年分の利用量に相当いたしま

す。 

  次のページにいっていただきまして、なおのところでございますが。現在弊社は昨年末現
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在、再処理で回収したプルトニウムを日本原燃に約０．１トン、日本原子力研究開発機構に

約０．１トン、したがいまして、国内の合計として約０．２トン。 

  そのほかに海外の再処理工場にフランスに約０．５トン、イギリスに約２．７トン、海外

の合計として約３．１トンのプルトニウムを所有しております。この海外に所有しておりま

すプルトニウムは、海外でＭＯＸ燃料に加工の上、日本に持ち帰り、弊社の発電所の燃料と

して利用することとしております。なお、海外に所有しておりますプルトニウムの具体的な

利用計画は、燃料に加工する段階で公表させていただきたいと思っております。 

  最後に、弊社が進めております地元の皆様への理解活動について御説明させていただきま

す。当社といたしましては、まず発電設備の総点検において策定いたしました再発防止対策

を着実に進めることによって、発電所の信頼回復に努めているところでございます。間もな

く国による特別な検査、これがすべて終了する予定でございます。 

  プルサーマルの実施につきましても、地元の皆様の御理解を得ることが一番大切であると

考えておりまして、理解活動を鋭意継続的に実施しております。具体的には、地元の公民館

等々で発電所の事業報告会を定期的に実施しておりますが、その中でプルサーマルの必要性、

安全性について、クイズ形式による双方向のコミュニケーションでの説明を行ったり、また、

敦賀地区においては、全戸訪問という訪問対話活動を行っておりますが、弊社の事業状況だ

けでなく、あわせてプルサーマルについても説明するとともに、御意見を伺うという活動を

行っております。また、福井県内におきましては、テレビ、ラジオのコマーシャルによる広

報活動も行っております。 

  プルサーマルはぜひとも実施しなければいけない課題でございまして、引き続き早期実施

に向けて理解活動を進めてまいる所存でございます。よろしくお願いいたしたいと思います。 

  説明は以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  それでは、電源開発。 

（日野常務取締役）電源開発の日野でございます。資料１３に基づきまして、電源開発の大間

原子力発電所でのＭＯＸ燃料利用につきまして御説明申し上げます。 

  当社はプルトニウムを自社として所有してございませんので、プルトニウム利用計画の公

表対象にはなってございませんが、しかし、大間の原子力発電所のＭＯＸ燃料に必要なプル

トニウムは国内の電力会社さんから今後譲渡を受けることになってございます。このため、

大間原子力発電所でのＭＯＸ燃料利用計画につきまして、３月６日に合わせて公表させてい
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ただいた次第でございます。 

  大間原子力発電所の計画は、平成２０年４月に設置許可をいただきまして、２０年５月に

着工いたしまして、現在建設中でございます。平成２５年１２月の燃料装荷、２６年１１月

の営業運転開始を目指しまして、建設を着実に進めてまいりたいと思っております。 

  この工程に沿いまして、大間原子力発電所におけますＭＯＸ燃料利用計画について御説明

いたします。 

  大間原子力発電所でのＭＯＸ燃料の使用につきましては、計画的かつ段階的に利用してい

くことを基本的な考え方としておりまして、初装荷として炉心の３分の１程度以下を装荷し

て、段階的に全炉心ＭＯＸ燃料利用を目指すことにしております。 

  ＭＯＸ燃料に必要なプルトニウムは、国内の電力会社さんが国内外の再処理工場で回収し、

所有するプルトニウムのうちから譲渡されることになっておりまして、そのプルトニウムを

利用していく予定でございます。 

  六ヶ所ＭＯＸ燃料加工工場が操業するまでの間は、海外の再処理工場で回収されるプルト

ニウムを譲り受けまして、海外のＭＯＸ燃料工場で加工する計画でございます。 

  六ヶ所のＭＯＸ燃料加工工場の操業開始以降は、原則といたしまして、六ヶ所の再処理工

場で回収されますプルトニウムを譲り受けまして、ＭＯＸ燃料に加工する計画でございます。 

  初装荷のＭＯＸ燃料でございますけれども、燃料の加工、それから輸送等の燃料調達に必

要な期間を考慮いたしまして、海外のＭＯＸ燃料加工工場で加工する計画として現在準備を

進めているところでございます。 

  取替燃料といたしまして、毎回炉心の３分の１程度のＭＯＸ燃料を装荷する段階におきま

して、核分裂性プルトニウムの使用量でございますけれども、年間平均約１．１トン利用す

る見通しでございます。なお、海外加工のＭＯＸ燃料につきましては、燃料加工する段階に

おきまして、具体的な利用計画を公表したいと考えております。 

  国内加工のＭＯＸ加工につきましては、電力会社さんからの譲渡量が決定した後に、具体

的な利用計画を公表いたしたいと考えております。 

  当社はＭＯＸ燃料利用計画に沿いまして、引き続き地元を中心に理解活動を進めるに伴い

まして、全社一丸となって最大限の努力を傾注していく所存でございます。今後とも国の御

指導御支援よろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 
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  それでは、御質問御意見。 

  いかがですか。よろしいですか。 

  私から、ちょっと記憶を確かめたいのですが、フルＭＯＸで設置許可をとっているのです

よね。 

（日野常務取締役）はい、そうです。 

（近藤委員長）それで、運用について何か注文がついたのでしたっけ。３分の１から段階的に

割合を増やしていくべきとか。それとも、どのようにフルMOX炉心にたどりつくのかは御社

の自主的な判断でできるようになっているんでしたっけ。 

（日野常務取締役）大間は段階的に5～10年かけてフルＭＯＸを達成する計画です。フルＭＯ

Ｘまでの移行の各段階において各種のデータを確認し、原子力安全委員会に報告しながら進

めていくこととなっています。 

（近藤委員長）取替炉心の報告を国が確認していくということですか。分かりました。 

  ほかに、よろしゅうございますか。 

  それではどうもありがとうございました。 

（渕上企画官）ありがとうございました。 

  続きまして、原子力研究開発機構からご説明をいただきまして、その後質疑応答をさせて

いただきます。 

（永田部門長）原子力研究開発機構の永田でございます。永田より原子力開発機構の研究開発

用プルトニウムの利用計画について御説明させていただきます。資料１－１４、表書きの裏

側に表が載せられておりますので、その表にしたがって利用計画を御説明させていただきま

す。 

  一番左側の欄が２１年度再処理予定量でございますが、原子力機構が所有しております東

海再処理施設につきましては、今年度に引き続き、来年度も耐震性向上対策を継続する予定

にしておりまして、２１年度の再処理予定量はございません。それで横バーにしてございま

す。 

  次の欄は、２０年度末保有予想プルトニウム量３．６トンと、それから《０．７》トンと

いう数字が記されております。３．６トン、キログラム単位で申し上げますと、３，６１７

キログラムとなります。それから、かぎ括弧で記しておりますのは、そのうち新燃料の形態

で保有する量でございまして、昨年度分に比べますと、今年度常陽用の燃料９体、それから

もんじゅ用燃料９体がこの月末までに新燃料の形態になる予定でございますので、それを加
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えた値で０．７トンという数字を記させていただいております。 

  その次の欄が２１年度回収予想プルトニウム量でございまして、これは一番左側の欄の再

処理予定がないということに対応して「―」、ここのところは増加する予定はございません。 

  その次の欄、２１年度末保有予想プルトニウム量は３．６トンという数字を記させていた

だいておりまして、その中には平成２１年度にもんじゅで利用する予定量も含めた形で記さ

せていただいております。 

  右側に利用目的が記してございまして、原子力機構の場合は高速実験炉常陽、それから高

速増殖原型炉もんじゅで利用する予定でございまして、その年間利用目安量はそれぞれ常陽

が０．１トン、もんじゅが０．５トンでございまして、この３．６トンを利用する目安とす

る期間としては、常陽用に約６年、それからもんじゅ用も同様約６年でございます。 

  いずれにいたしましても、原子力機構といたしましては、こうしたプルトニウム利用につ

きまして、原子力委員会をはじめとする関係者の御指導と、地元をはじめとする皆様の御理

解を得て進めていきたいと考えておりますので、今後もひとつよろしく御指導御鞭撻のほど

お願いいたします。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  御質問御意見ございましたらどうぞ。 

  では、私から、東海再処理施設の耐震向上対策云々の件ですが、去年もそうおっしゃった

ように記憶しています。それに２年もかかるのはおかしいじゃないかとはいわないけれども、

耐震安全性の確認に係る活動の進捗状況をお教え頂けますか。 

（永田部門長）現状で同じ地域にございます日本原子力発電の調査結果なども参考にさせてい

ただきながら、まずどういう基準地震動を定めて対策を施さなければいけないのか、東海地

区、それからあと私どものところですと敦賀地区もございますので、敦賀地区、大洗地区、

それぞれについて検討を進めておりまして、できるだけ早い機会にその結果については御報

告できるように準備を進めているところでございます。 

（近藤委員長）敦賀地区の動きについては、話題を呼ぶからか、いろいろと報道されているの

で承知をしているのですが、茨城地区については余り頭に入ってないものだから、質問した

次第です。順調に進んでいると理解していいんですか。ちょっとしつこいけれども。 

（永田部門長）全体としては順調に調査活動を進めさせていただいておりますので、適切な機

会に御報告したいと思います。 
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（近藤委員長）日本原子力発電のご説明をいただいた時に、おききするべきだったのかもしれ

ませんね。はい、分かりました。 

  ほかに。よろしゅうございますか。 

  では、どうもありがとうございました。 

（永田部門長）どうもありがとうございました。 

（渕上企画官）ありがとうございました。 

 （近藤委員長）そうすると、原子力委員会として、伺ったご説明の内容の妥当性の評価をと

りまとめ、次回にご審議頂くことになりますね。 

（渕上企画官）まだ日時決めておりませんけれども、後日まとめさせていただければと思いま

す。 

（近藤委員長）それでは、この機会に、私から感想めいたものを申し上げます。一つは、各電

気事業者におかれましては、プルサーマルの実施について立地地域社会の皆さんの御理解を

頂く活動を精力的に進められておられると。途中、一つには思わぬことと言うべきか、燃料

の品質保証問題があって、この先どうなるかと思ったこともございましたし、安全性の総点

検で各プラントにおいて品質保証活動に関する地域社会の信頼回復のための活動が求められ

たこともございました。そんなことでプルサーマル自体の問題以外の理由で遅れざるを得な

かったプラントもあり、さらには、最近では耐震安全性の見直しにも随分と時間を割かれて

いるわけですが、そういうものを乗り越えてプルサーマルに関して地域社会の皆様に御理解

を頂く活動をやってこられ、今日あることについては敬意を表したいと思います。 

  而して、そういうことで現実に各電力会社がプルトニウムを含むＭＯＸ燃料を自分のサイ

トに持つ状況が今年、来年と現実のものとなっていくところ、まずは、安全の確保に万全を

期していただきたいと思うわけですが、プルトニウムを扱うということで少しく追加して申

し上げたいことがあります。それは御承知のように、我が国政府も一所懸命国際社会に対し

て、セーフティのみならず、セーフガード、核不拡散の観点、そして核セキュリティの観点

と、この３点セットが重要と海外の皆さんに申し上げてきているところ、当然のことながら、

国内においても安全のみならず、後の二つについても重大な関心を持っていただきたいとい

うことです。 

  先年は日本原燃さんには保障措置にかかわることに関して、この活動がきちんとなされる

ことが担保されていることが我々がプルトニウムを扱うことを国際的に容認されている前提

条件になっているのですから、組織に保障措置文化というべきものを確立していただきたい
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と申し上げたのですが、今年はプルトニウムを持たれる皆様におかれましては、保障措置が

確実になされているということを担保できるように最大限の配慮をいただきたい、保証阻止

文化を確立していただきたいと申しあげます。 

  それから核セキュリティについて、原子力委員会はインフサーク２２５をもとに物的防護

についての基本的な考え方を皆様にお示ししており、皆様には、それを参照してその活動を

行っていただいていると考えています。このインフサーク２２５はレビジョン４ですか、当

時よりは改訂が進んでおりますこと、IAEAは最近セキュリティに関する基本文書を作成中

であることを踏まえて、原子力委員会としても、核セキュリティに関する基本的考え方を示

すこの文書の改定を行うべくの活動を行ってきております。しかし、プルトニウムに係る物

的防護に関しては、従来の考え方でよろしいところ、これを熟読玩味されて、核セキュリテ

ィに関して十分な御配慮をお願いしたいと考えている次第です。 

  特に、最近では御承知のように、原子力安全確保に係る民間組織であるワノ（ＷＡＮＯ）

に対応する核セキュリティに係る民間組織としてウィンズ（ＷＩＮＳ）という組織が設立され

て、ウィーンに居を構えて活動を開始しました。つまり、核セキュリティに関しては、原子力

安全同様、現場に核セキュリティ文化がなくしては担保できないという問題意識が専門家の間

にあると理解していて、それはわからないでもないと思っているところ、皆様にはですから、

このことに十分の注意を払っていただきたいと考えている次第です。 

  私からは以上です。 

  何か。 

  伊藤委員。 

（伊藤委員）今委員長が言われた、特にセキュリティ、セーフガード、今委員長は個人的と言

われました、まさに個人的というより原子力委員会として極めて大事な項目だと思っており

ます。特に国内で既に分離されたプルトニウム、これはウラン・プルトニウム混合物として

あるわけですが、これが２４年度以降という利用になるわけで、それまではきちっとセキュ

リティ、セーフガードをやっていくのは極めて大事です。今委員長が言われたこと極めて大

事なことだと思いますので、ぜひぬかりのないようにやっていっていただきたいと思います。 

  以上です。 

（近藤委員長）はい。 

  それでは、この議題はこれで終わります。どうもありがとうございました。 

  では、次の議題。 
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 （２）広瀬原子力委員会委員の海外出張について 

 

（渕上企画官）それでは、次の議題に移りたいと思います。２番目の議題、広瀬原子力委員会

委員の海外出張についてでございます。牧参事官補佐のほうから御説明お願いします。 

（牧参事官補佐）資料２号を御覧ください。広瀬原子力委員会委員の海外出張についてです。 

  出張先といたしましては、オーストリア、スロベニア、クロアチア、ブルガリアの４カ国

に行くという予定でございます。 

  期間としては３月１７日から２６日。 

  渡航目的といたしましては、中・東欧地域の原子力利用について情報収集を行うため、Ｉ

ＡＥＡを訪問するとともに、スロベニア、クロアチア、ブルガリアの原子力関係者の訪問や

原子力関係施設の視察を行うということでございます。 

  日程といたしましては、まずオーストリア・ウィーンに入りまして、ＩＡＥＡを訪問いた

します。それから、スロベニアに移動いたしまして、関係者との意見交換、それからクルシ

ュコ原子力発電所の訪問でございます。それから、クロアチアに移動いたしまして関係者の

意見交換を行う予定です。それから、ブルガリアに移動いたしまして、関係者の意見交換と、

コズロドイ原子力発電所を訪問する予定でございます。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございます。 

  モーツアルトにゆかりのある地の旅ですね。 

  はい、松田委員。 

（松田委員）私は、こういう国々はなかなか行けないので、広瀬先生ならではのスケジュール

だと思っております。いろいろな国々の、なかなか行けない国の原子力政策の情報を、とて

も楽しみにしています。 

（広瀬委員）一言だけ。要するにヨーロッパの、特にここのあたりは国際的な協力を原子力分

野でしておりまして、そのあたりの可能性と問題点、こういったものを見てくるのが目的で

す。 

（近藤委員長）東欧諸国は日本との交流を大変高く評価、期待をしているところがあります。

私は大学時代にはこれらの国から大学院学生を受け入れ、幾ばくかの協力を申し上げた記憶

があります。また、もう少し南にいきますと特にそうですが、耐震の分野についても協力し
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てほしいと彼らは関心を持っています。有益な旅になると確信していますけれども、どうぞ

よろしく、お体を大事に行ってらっしゃいませ。 

  では、その他議題。 

 

 （３）その他 

 

（渕上企画官）その他議題、特に事務局のほうでは用意してはございません。 

（近藤委員長）各委員で何か。よろしゅうございますか。 

  それでは、今日はこれで終わります。 

  どうぞ、次回予定。 

（渕上企画官）資料としまして、プレスリリース文をつけてございます。原子力委員会研究開

発専門部会の分離変換技術検討会報告書、分離変換技術に関する研究開発の現状と今後の進

め方に対する意見募集をするというプレスリリースでございます。 

  それからあと、次回の予定でございますけれども、第１０回になります、開催は来週火曜

日、３月１７日、１０時半から、場所はいつもの場所に戻りまして、中央合同庁舎４号館１

０階、いつもの１０１５会議室でございます。 

  以上です。 

（近藤委員長）この分離変換のパブコメは２週間と、短いからいろいろな方に趣旨をお伝えし

て、ちゃんとレスポンスすべき方にはレスポンスしてもらったほうがいいですね。 

  ありがとうございました。 

  それでは、これで終わります。 

  どうもありがとうございました。 
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